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16広報 2009年4月

長寿（後期高齢者）医療制度の保険料

平成２１年度特別対策で長寿医療制度保険料の一部が変更になります。

★平成２１年度保険料の軽減対策

★納付方法の変更を希望する人へ

★保険料の納付方法

【均等割額の軽減】

基礎控除後の総所得金額等※が５８万円以下の人

【所得割額の軽減】

【被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減】

【保険料を２月の年金から天引きされた人】

平成２０年度の特別対策により保険料が減額になった人、納付方法の変更を申し出た人等

◎ 平成２１年度の普通徴収･特別徴収の通知書は、７月上旬に送付します。

【上記以外の人】

均等割額が７割軽減されている世帯の人で、被保険者全員が年金収入８０万円以下（その他の各種所得がない）の場合

※基礎控除後の総所得金額等とは、総所得金額および山林所得ならびに他の所得と区分して計算される所得の合計額

　から基礎控除（３３万円）のみを控除した額のことです。

※被用者保険とは、協会けんぽ、健保組合、共済組合等の保険です。（市町国民健康保険、国民健康保険組合は除きます）

⇒　均等割額が９割軽減になります。

⇒　所得割額が５割軽減になります。

長寿医療制度に加入する前日まで被用者保険※の被扶養者であった人は、制度開始時の特例措置（均等割額の９割軽

減）が平成２２年３月まで延長されます。

　保険料を年金から天引き（特別徴収）されている人で、口座振替による納付（普通徴収）を希望する人は、税務課また

は各支所市民サービス課へお申し出ください。（すでに申し出ている人を除く）

　２月の年金から天引きされた金額と同額の保険料が、それぞれ４、６、８月の年金から天引きされます。

７月から保険料の納付（納付書または口座振替による納付）が開始されます。

（※納付方法を変更した人を除く）

◎４月に、６５歳以上で年金から介護保険料を天引き（特別徴収）されてい

る人に、「納入通知書（介護保険料額決定通知書）兼特別徴収開始通知書」

をお送りします。

　この通知は、平成２１年度の市町村民税の課税状況が確定するまでの間

の暫定保険料額をお知らせするもので、通常４・６・８月の保険料額

は、前年度の２月（平成２１年２月）の保険料額と同額になります。これ

を仮徴収といいます。ご確認ください。

注）仮徴収保険料額の合計が、平成２０年度の年間保険料額を２で割った

　金額と比べて誤差の大きい場合は、６月と８月分を減額（もしくは増

額)　　調整します。

納期限内に納めましょう

（全期前納および第１期分）

☆全期前納の人で口座振替ができな

　かった場合は、期別振替に変更と

　なりますのでご了承ください。

４月は、

の納付月です。

固定資産税

口座振替日 および 納期限

４月３０日（木）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４月から介護保険料の仮徴収が始まります
～６５歳以上の被保険者の皆さんへ～

保険料額は、７月に前年中の所得を基に確定し、保険料額決定通知書を送付します。
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有害ごみ・金属ごみ・紙類・布類の収集日

家電リサイクル法の対象品目が追加されます

『生ごみ処理機設置事業補助金』の手続きが変わります

有害ごみ・金属ごみの収集日

※これらの品目は、各持込場所でも、毎月２回（第２・４日曜日　午前７時～９時）回収を行っていますので利用してください。

４月２９日（水）、　９月３０日（水）

品目ごとに分けて出してください

有害ごみ（蛍光灯、乾電池、使い捨てライター、水銀体温計・水銀温度計）、金属ごみ

ごみステーション

収　　　集　　　日

収 　 集 　 品 　 目

出　　　し　　　方

収 　 集 　 場 　 所

紙類・布類の回収日

※小・中学校などが実施するリサイクル活動も、引き続き実施していますので、積極的に協力してください。
※事務所・商店・農業など事業活動に伴うごみは、収集できません。

　これまでの「ブラウン管テレビ」、「エアコン」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機」に加えて、４月１日から「液晶

テレビ・プラズマテレビ」、「衣類乾燥機」が、家電リサイクル法の対象機器に追加されます。

　使い終えた対象品目を処分する際にはリサイクル券が必要となりますので、販売店などに相談して適正なリサイクル

と不法投棄の防止に協力してください。

７月２６日（日）、　１２月２７日（日）

新聞、雑誌、段ボール、紙パック、布類

※当日は、天ぷら油（廃食用油）・有害ごみ・金属ごみの回収も行います

紙類は、品目ごとに紙ひもで束ねてください

布類は、汚れないように袋に入れてください

午前７時～９時

各持込場所

収　　　集　　　日

収 　 集 　 場 　 所

回 　 収 　 品 　 目

出　　　し　　　方

収 　 集 　 時 　 間

従来の対象機器

４月１日から

４月１日から

ブラウン管テレビ

衣類乾燥機

エアコン

冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機

購入前に申請書提出（見積り、カタログ添付）

購　入

実績報告書提出（領収書、設置状況写真添付）

補助金支払

新たに追加される対象機器

液晶テレビ

プラズマテレビ

変更前
変更後
（4月から）

購　入

購入後１年以内に申請書提出

（領収書、カタログ添付）

補助金支払

平成２１年度の


